
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   介護保険によるサービスや介護保険外の  自治体等によるサービス 

        医療・ 看護など 

現 

在 

死 

亡 

○ 何もしない  
○ 法定後見制度等を利用する 

  重度：成年後見 
  中度：保佐 
  軽度：補助 

② 家庭裁判所に 

任意後見監督人の選任を申し立てる 

ことにより任意後見契約がスタート 

例えば、施設に入所する必要が生じた

場合などに、子どもや親族が適切に動

いてくれなければ、入所することさえ

も困難となります。また、財産管理が

難しくなることから、悪質商法の被害

にあうことも考えられます。 

 相続手続き  

・ 相続財産の確定 
・ 相続財産の分配 

 死後事務  

・ 死亡診断書又は死

体検案書の受領 
・ 医療費・入院費の 

清算 
・ 献体や臓器提供 
・ 火葬 
・ 葬儀 
・ 埋葬、供養 
・ 役所やライフライ

ンの変更手続き 
   その他 

 

③ 

死
後
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す
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公
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す
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③＋④ 

死後事務の遂行と 

公正証書遺言による 

遺言の執行（相続手続） 

尊厳死 

生前葬

① 事務委任契約 

将来に備えて、公証役場で 
②任意後見契約を締結する（実

際に契約内容が履行されるのは

ここから）。 
あるいは同時に、 
①事務委任契約、③死後事務委

任契約、④公正証書遺言を作成

する。 

① ＋ ②の類型は、移行型の任意後見契約と呼ばれています。 

①が必要かどうかはケースバイケースですが、②の任意後見契約を必要とするのであれば、②～④は必須と思われます。 

自分の意思で内容を 
決めることができる。 

認知症などに

より判断能力

が衰えた場合 

献体 

信託銀行では教えてくれない  老いじたくとしての公正証書遺言と任意後見契約 ＋ α    by 西長住行政書士事務所      

ほぼここまで 

実
際
に
は
、
利
用
し
て
も
ら
う

．
．
．
。 



① 事務委任契約 

入院中または施設入所中である方の中には、判断能力が低

下していない方であっても、親族がいないなどの事情によっ

て、すぐに財産管理を誰かにお願いしなければならない場合

があります。そのような場合には、任意後見契約を補完する

ために通常の事務委任契約を締結することで、不動産の管理

や入院治療費、施設利用費の支払いなどの事務を委任するこ

とができます。契約内容は、委任者と受任者の話し合いによ

ります。 
 
 

② 任意後見契約 

任意後見契約は、判断能力が低下してしまった時に備えて、

判断能力が不十分な間の財産管理と療養看護に関する事務を、

事前に信頼できる者に委任しておく制度です。 
 任意後見契約を締結するためには、本人（委任者）が、誰

を任意後見人（受任者）とし、何を託すべきかを十分に検討

する必要があります。 
 また、任意後見人には、事前に結んだ契約内容による代理

権しかありません。法定後見のような同意権や取消権はあり

ませんので、悪徳商法被害を被ったとしても、最小限で済ま

せることができるように財産管理の内容を検討すべきです。 
 

③ 死後事務委任契約 

死後の事務処理のために委任契約を締結することも可能で

す。子どもがいない場合や、身近な親族が高齢である場合など

には、誰が死後事務を執り行うのか検討してみましょう。 
 生前発生した医療費などの清算のほか、葬儀や埋葬などに関

する事務を、ご自分で決めた方に委任することも可能です。 
 しかし、葬儀などに関することは、残された遺族の心情にも

かかわることから、その内容については慎重に考慮する必要が

あります。 
 
 

④ 公正証書遺言 

 死後の事務委任契約は、あくまで葬儀・埋葬等の事務を委任

するものであって、遺産をどう分配するかについては規定する

ことができません。また、死後事務は、遺言の法定事項でもあ

りません（遺言に記すことが禁じられているわけではありませ

ん）。 
 「任意後見契約」や「死後事務委任契約」に加えて、公正証

書遺言を作成することにより、死後の財産の処分についても自

分の意思を活かすことが可能となります。 
 さらに、死後の事務委任契約の存在を公正証書遺言の中に盛

りこむことで、相続人やその他の親族にも自分の意思を明確に

伝えることができます。 


